
 

平成21 年度大学院博士前期課程(平成21 年4 月時点で M1 および M2)学生に対する 

「近江環人地域再生学座」A コースの募集について 

 

 公立大学法人滋賀県立大学 

 

 平成18 年 10 月から文部科学省新規プロジェクトである「地域再生人材創出拠点の形成」に基づく新た

な教育プログラムとして、「近江環人地域再生学座」が3つの大学院研究科（環境科学研究科、工学研究科、

人間文化学研究科）の全ての専攻を対象として新設されました。 

つきましては、平成21年度大学院博士前期課程(平成21年4月時点でM1およびM2＊)に在学する学生

を対象として、以下により「近江環人地域再生学座」学生を募集しますので、志望する学生は、ふるって

応募ください。 

 

「近江環人地域再生学座」募集要項（A コース） 

  １  募集人員 

6名程度 

 

表 平成21 年度「近江環人地域再生学座」A コース修了要件(予定) 

学座 

単位 

研究

科名 

課

程 

専攻 コース・研究部門 学座 合計 

単位 

必修 選択 

研究科

科目 

単位 

学座単位の う

ち、各研究科で

修了要件として

認められる単位

数 

環境 

動態学 

生物圏環境 

生態系保全 

生物生産 

30 単位

以上 

12 

単位 

2 

単位 

18 単位

以上 
12 単位 

環境意匠 

環境

科学 

前

期 
環境 

計画学 地域環境経営 

近江

環人

地域

再生

学座

30 単位

以上 

12 

単位 

2 

単位 

16 単位

以上 
14 単位 

材料 

科学 

無機機能材料 

高分子物性・複合材料 

高分子化学・環境材料 

34 単位

以上 

12 

単位 

2 

単位 

22 単位

以上 
8 単位 

工学 
前

期 
機械ｼｽ

ﾃﾑ工学 

エネルギー工学 

設計工学 

生産工学 

近江

環人

地域

再生

学座
36 単位

以上 

12 

単位 

2 

単位 

24 単位

以上 
6 単位 

地域 

文化学 

日本・地域文化論 

アジア・地域文化論 

考現学・保存修景論 

36 単位

以上 

12 

単位 

2 

単位 

24 単位

以上 
6 単位 

生活デザイン 
36 単位

以上 

12 

単位 

2 

単位 

24 単位

以上 
6 単位 

健康栄養 
42 単位

以上 

12 

単位 

2 

単位 

30 単位

以上 
0 単位 

人間

文化

学 

前

期 
生活 

文化学 

人間関係 

近江

環人

地域

再生

学座

36 単位

以上 

12 

単位 

2 

単位 

24 単位

以上 
6 単位 

 

 

  ２  出願資格 

 平成21年 4月時点で、滋賀県立大学環境科学研究科、工学研究科、人間文化学研究科のM1、M2 に在籍

する学生とします。 



 ３ 出願手続 

◆出願書類等 

（1）入学志願票  （2）研究志望調書  （3）受験票 

 

◆ 出願手続 

（1）受付期間  

平成21 年8 月17 日（月）～平成21 年8 月28 日（金）必着（土日・祝日を除く） 

出願にあたっては、所定の出願書類提出用封筒を用い、郵送または直接持参によるもの

とします。なお、郵送による場合は必ず書留速達扱いとし、受付期間最終日必着としま

す。また持参による受付時間は午前９時～午後５時までとします。 

（2）願書提出先 

〒522-8533 滋賀県彦根市八坂町2500 

公立大学法人滋賀県立大学  教務グループ ℡0749-28-8216・8217 

 

  ４ 選考方法および選考結果の通知 

◆選抜方法および試験日程等 

（1）選抜は、全研究科共通で実施する面接試験により行います。 

（2）試験日は、平成21 年9 月14 日（月）午後3 時～ (詳細な試験時間は志願者に対して後日通知します) 

（3）試験の内容は、「近江環人地域再生学座」への志望動機、研究計画および専門に関する口頭試問を含

みます。 

（4）試験場は、本学キャンパス内とし、志願者に対して後日通知します。 

◆ 合格発表  平成21 年9 月18 日（金） 午前9 時 

事務局前の掲示板と本学ホームページに合格者の受験番号を掲示するとともに、本人に

合否の通知書を送付します。 

 

 ５  入学届の提出 

 

 合格通知を受けた者は、所定の入学届を平成21 年9 月24 日(木)から 9 月29 日(火)までに提出してくださ

い。 

 

◆ その他 

（1）大学院各研究科の所属は変わらないため、在籍学生として保有する全ての身分等は、継続されます。 

（2）※M2 については、修士号取得とともに卒業した場合は、その後、科目等履修生として必修科目を履

修し、検定試験に合格した時点で「コミュニティ・アーキテクト（近江環人）」の称号を付与します。

また、博士後期課程に進学する場合は、そのまま継続して必修科目を履修し検定試験に合格した時点

で「コミュニティ・アーキテクト（近江環人）」の称号を付与します。 

 

◆ 受付窓口・問い合わせ先 

【近江環人地域再生学座に対する問い合わせ先】 

公立大学法人滋賀県立大学 地域づくり教育研究センター 

〒522-8533 滋賀県彦根市八坂町2500（℡ 0749-28-8612） 

【募集要項・願書提出先】 

公立大学法人滋賀県立大学 教務グループ(大学管理棟２階) 

〒522-8533 滋賀県彦根市八坂町2500（℡ 0749-28-8217） 

 

 

 


